
特定個人情報の漏えい等報告告示における報告方法の変更の比較（重大事態の報告を除く）

Ａ．個人情報取扱事業者（Ｃ以外の場合）

個人情報
保護委員会

Ｂ．個人情報取扱事業者以外の事業者

主務大臣のガイドライン等に従う場合

主務大臣（認定個人情報保護団体）
又は地方公共団体の長等

（主務大臣のガイドライン等に報告
先として規定されている場合）

Ｄ．個人情報取扱事業者以外の事業者
（Ｂ以外の場合）

Ｃ．個人情報取扱事業者

主務大臣が明らかでない場合又は報告
する主務大臣等を直ちに特定できない
場合

Ｅ．番号法固有の規定に関する事案

主務大臣のガイドライン等の規定に従って報告

速やかに報告

速やかに報告

速やかに報告

通知

資料２－２

●現行



個人情報
保護委員会

全ての事業者（原則）
速やかに報告

改正個人情報保護法第44条第1項に基づ

き包括委任されている分野の事業者
包括委任先省庁

別途調整

通知

●見直し後
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